
きれば、┠的ᣦྥᛶの強い訓練特ᆺにࣇࢩトすると

⪃えられる。 
要援護者対⟇として重要とされるሗᢕᥱやᏳ全

☜ㄆといった対⟇は各✀災害のリスࢡが㧗いሙ合に

取り組まれるഴྥがある。このሙ合の防災活動の内ᐜ

としては、ࣁード・ࣇࢯトの୧対⟇のいずれかを重点

的に実施していることが重要である。 
 
㸳．おࢃりに 

神戸市防災福祉コミュニティ事業をスタートして௨来、

15 年が⤒過した防災福祉コミュニティにおける要援護

者対⟇についてアンケート調査を㏻して明らかにし、取

り組み度合いには地区の特ᛶや防災と福祉、それぞれの

ᢸ当者との㛵ࢃり等によりᕪ␗があることを明らかにし

た。 

また、防災福祉コミュニティの㢮ᆺにより、それぞ

れの課㢟を明らかにするとともに、後の要援護者対⟇

の推進に㛵して、取るき᪉⟇について各㢮ᆺูに♧し

た。 

後、要援護者対⟇をಁ進するために、ඛ進地域の取

り組みや、全ᅜで㢖発する自↛災害の教訓を出来るࡔけ

ඹ᭷し、ಶࠎの地域༢位での要援護者対⟇を強さࡏる

必要がある。また、防災活動のಁ進を㜼害する要ᅉとし

て、「ࣔ࣋ࢳーࣙࢩン」「࢘ࣁ࢘ࣀ」「ニーズ」「࣐ンࣃワ

ー」「ࢼࣇンࢩンࢢ」等がᣲࡆられる。これらのどこ

にၥ㢟があるかをぢᴟめ、ゎỴ⟇をぢ出すなど、それぞ

れの防災福祉コミュニティ活動に㐺した取り組みを行な

うことが求められる。 

ᮏ調査では自⏤ᅇ⟅として、要援護者ྡ⡙のಖ護と活

⏝について、᭷ຠ活⏝したいと⪃えながらも、ಶ人ሗ

ὶ出のᠱᛕから、ୖᡭく取り組まれていない状況がㄞみ

取れた。神戸市では、2013 年に全ᅜ的にもඛ進的である

「神戸市における災害時の要援護者のᨭ援に㛵する᮲

」が施行され、行ᨻのಖ᭷する要援護者の所ᅾሗが

地域༢位でඹ᭷できるయไがไ度的にはಖ㞀されるよう

になった。たࡔ、᮲を活⏝して地域で要援護者ᨭ援活

動に活⏝する事については⌧段㝵でも㝈ᐃされており、

地域の⌮ゎもᛮうようには῝まっていない。後、要援

護者ྡ⡙のᩚ備にྥけて、地域の自主的な活動にጤࡡる

ばかりではなく、活動を実ຠᛶのあるものに⫱てୖࡆる

ᑓ㛛家の存ᅾ、⫱成がḞかࡏない。 

 

 

ト㔘�

(1)� 災害時要援護者とは、一⯡に、㧗㱋者、㞀害者、ஙᗂඣ、ዷ፬、യ

者、日ᮏㄒが自⏤なእᅜ人など、災害時に自ຊで避難することが困

難な人の事をᣦす。防災福祉コミュニティの๓㌟ᅋయである「ふれあい

のまちづくり協議会」は、地域の中の㧗㱋者、㞀害者、ඣ❺などに対し、

福祉活動を中心に行なっており、それらの対㇟者には、災害時要援護者

が多くྵまれている。これらを㋃まえたୖで、ᮏㄽでは、アンケート㓄

ᕸの㝿、ὀ意事㡯として、災害時要援護者を「ᮏ調査では、㧗㱋者、㞀

害者等一人では避難することが難しい人」とᐃ⩏した。 

(2)� タ❧年はアンケート内でもグ㍕をお㢪いしていたが、ᮍᅇ⟅も多か

ったため、グ㍕されていた地区ྡをᇶに、ཧ⪃ᩥ⊩ 9)� よりタ❧年を割

り出した。アンケートでグ㍕されていたタ❧年と␗なる地区もあるが、

๓㌟である自主防災組織やふれあいのまちづくり協議会のタ❧年をグ

㍕、または、実ാ的に活動がጞまった年をグ㍕しているሙ合もあるとᛮ

⫣ᩥ⪄れる。タ❧年としてはཧࢃ 9) がṇしいとุ断し、᥇⏝した。 
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１．序論

1-1 研究の背景と目的

　住教育は、家庭、学校、社会において実施されると言

われており文1）、中でも学校は体系的な住教育ができる

場である文2）。そのうち小学校家庭科住居領域は、学校

で住教育を受ける最初の機会であり、住居に関する基礎

的、基本的な態度や科学的認識を形成する段階となる。

　小学校学習指導要領解説家庭編文3）には、住居領域に

ついて、住環境の持続可能性を含めた住生活の自立が明

記されている 1）。それは、私的な空間における住生活の

自立はもちろん、地域の共用地のような共的な空間を含

めた住環境における持続性に配慮した住生活を主体的に

営むことが学習の目標となっていると理解できる。

　一方、小学校の現行教科書で扱われているのは「身の

回り」という私的な空間が主である 2）。しかし実際のと

ころ、児童は私的な空間だけでなく、共的な空間にも関

わって生活を営んでいる 3）。

　つまり、学習の目標と児童が実生活でかかわる住空間

小学校教育における共用地管理の視点を取入れた学習内容の検討
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は合致しているが、小学校家庭科住居領域で取り扱われ

る学習内容は私的な空間にとどまり、学習の目標や実生

活と整合していない。よって私的な空間にとどまらない

共的な空間を含めた学習内容の再考が求められる。

　しかし、共的な空間は、多様な価値観の利用者がいる

ため、適切な利用と管理は難しい。共的な空間の利用と

管理については、それを共有資源として捉え、コモンズ

論を取り入れる研究が近年みられる 4）。そこで本研究で

は、共的な空間の持続的な利用と管理について、身近な

教材から児童が学習できるようにすることを目指す。そ

のために、児童にとって身近な共的な空間として、地域

のごみステーションを取り上げ、その利用と管理の実態

を把握することを目的とする。

　本研究でごみステーションに着目する理由は以下の通

りである。家庭科住居領域において、住宅は規模が大き

いためそのままでは教材とならない。また、そもそも住

宅には経済状況等、児童の家庭生活の実態が現れやすい

ことから、児童のプライバシーに配慮した教材開発の必
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要性が指されている文�）。そこで、やむをᚓࡎ校内の

教ᐊや中庭、校庭等を教材とする方ἲが考えられる。し

かし、家庭生活がᅾしない教材から家庭生活にかかわ

る科学的認識を形成することは難しいという㝈⏺があり

家庭科の目標にそࡄわない。それにᑐし、家庭のごみᤞ

ては児童にとって༝近な家庭生活にかかわる行Ⅽである

こと、ごみステーションはどのୡᖏにとっても一⯡的に

ᚐṌᅪにᏑᅾし、児童の家庭生活が営まれる身近な地域

の共用地であると捉えることができる。また、ごみステー

ションは地域のものであり、児童の家庭生活の実態を住

宅ど㢧ⴭには㟢࿊しない。そこで、家庭生活をᨵၿす

る実㊶的な態度を住居領域の学習から⋓ᚓするには、教

育施タである学校内の空間よりも児童の家庭生活に近᥋

した住空間に着目するうが適ᙜであると考え、ごみス

テーションをᑐ㇟とした。

　本研究の目的を㐩成するため、ձ小学校家庭科住居領

域の学習内容の把握と、ղごみステーションの利用と管

理の実態の把握をする。ձとղの⤖ᯝをもとに小学校家

庭科住居領域における共用地管理のどⅬを取入れた学習

内容の᳨ウを行う。

1-� ᪤ 研究ࡽみたᮏ研究の⨨࡙け

1㸧ఫ教育ࠊ小学校ᐙᗞ⛉ఫᒃ㡿ᇦに関する᪤ 研究

　ᇳ➹者らは᪤ 研究において、小学校の住居領域学習

内容について系⤫的ᵓ成がᢸಖされていないというⅬを

指している。ල体的には、「住居領域では住生活を自

立して営む能ຊと態度を身につけるためには、発㐩段階

にᛂࡌてそれらの学習内容が⤖し、住生活の自立をᨭ

える学習内容のᵓ成をᢸಖする必要がある」と㏙てい

る。そのために小学校においても、ල体的住生活行Ⅽと

共にその๓ᥦ的な住宅のᴫᛕを認識さࡏ、᭦には住生活

行Ⅽに関するࣝーࣝについてゐれることが、系⤫性をᢸ

ಖした学習内容の再編に⧅がると指した �）。本研究は

そのㄢ㢟を考慮し、住宅のᴫᛕ、住生活行Ⅽ、それに関

するࣝーࣝをල体的な教材を通ࡌて認▱できるような指

導ィ⏬のᥦが必要であると考えている。

　また㏿Ỉら �）は、学校教育の住教育がᾘᴟ的になっ

ている⫼ᬒに、教材の㊊等による家庭科住居領域の指

導のしにくさ、教ဨ㣴成のあり方、学習指導要領が♧す

内容自体が住居領域の指導のᡭⷧさにᙳ㡪していると

し、学校現場での㐀的ᤵᴗᒎ開のṑṆめになってし

まっていると㏙ている。ᓊ本 �）は、これからの学校

教育における住環境教育のࣜ࢝キࣗラ࣒について、≀と

しての住宅とその࿘㎶、それをうேとそのい方、空

間認識の方、という 3つのᰕでᵓ成することを指し、

児童の生活ᅪでの学習をᥦしている。

　᭦に、小学校家庭科住居領域に関する᪤ 研究の中で

本研究に関㐃する研究として、高㒊ら、⏣中らのものが

ᣲげられる。高㒊ら文�）は、学習指導要領に♧されてい

る内容の㐩成状況に、どのような学習の方がᙳ㡪する

のかを解明している。高㒊らは、ᗣ࣭Ᏻ㠃、ཬࡧᾘ

㈝者教育に関する内容は活用度や、児童の⯆࣭関ᚰが

高いためにᙉくព識࡙けられ、実㊶に⧅がることを♧し

ている。⏣中ら文1�）は、学校での住環境行ືの学習ຠᯝ

を自ぬする児童ど、家庭での実行度が高いこと、また、

児童にとって身近な᪥ᖖ行Ⅽと⤖ࡧつく住環境行ືの実

行度が高いことを♧した。そのような児童の住環境活ື

は、家᪘の実行度もᙳ㡪すると指している。

　以上の᪤ 研究を受け、本研究は住教育のㄢ㢟の中で、

現行の小学校における住居領域の学習内容の系⤫的ᵓ成

のᢸಖをᛕ㢌に、教材開発の➃⥴となる▱ぢをᚓようと

している。᭦に᪤ 研究の成ᯝから、児童の生活ᅪにᛂ

た住教育の内容開発のため、児童の身近な᪥ᖖ行Ⅽにࡌ

つく住生活行Ⅽの空間として、地域のごみステーࡧ⤖

ションに着目することのጇᙜ性を再☜認できた。

�㸧ఫ⎔ቃの管理のࣔࢥンࢬ論の㐺ᛂに関する᪤ 研究

　コモンズ論は、G.Hardin文 11）の論文によってὀ目さ

れるようになった。それは、環境自体がコモンズ（共有

資源）であり、ಶࠎの行Ⅽ主体の利ᕫ的な行ືによって

コモンズがᯤῬすれࡤ、自らの利┈をもኻってしまうと

いうものである。

　それにᑐして E.Ostrom文12）は、コモンズの管理ἲと

して自主管理をᥦし、自主管理⤌⧊によってコモンズ

を管理さࡏるㄪᰝを行った。その⤖ᯝ、自主管理は必ࡎ

しも成ຌするわけではなく、それࡒれのཧຍ者が⊂自の

解Ỵ⟇を᥈すことが大切であると㏙ている。また高ᮧ

�）は、E.Ostromの自主管理という理論から、山や川等

の自↛資源だけでなく、地域共ྠ空間が地域住Ẹによっ

て活用され、よりよく管理されるためのἲのあり方を考

ᐹしている。

　本研究では、地域の共用地をコモンズとしてとらえ、

児童が身近な教材から、共用地のᴫᛕ、共用地を自主管

理していくことの必要性、それに関するࣝーࣝを認▱で

きる系⤫的な学習内容の᳨ウをヨみる。

1-� 研究の᪉ἲ

1㸧ᐙᗞ⛉ఫᒃ㡿ᇦの学習内容のᢕᥱ

　まࡎ、学習指導要領の内容をල現している現行の小
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要性が指されている文�）。そこで、やむをᚓࡎ校内の

教ᐊや中庭、校庭等を教材とする方ἲが考えられる。し

かし、家庭生活がᅾしない教材から家庭生活にかかわ

る科学的認識を形成することは難しいという㝈⏺があり

家庭科の目標にそࡄわない。それにᑐし、家庭のごみᤞ

ては児童にとって༝近な家庭生活にかかわる行Ⅽである

こと、ごみステーションはどのୡᖏにとっても一⯡的に

ᚐṌᅪにᏑᅾし、児童の家庭生活が営まれる身近な地域

の共用地であると捉えることができる。また、ごみステー

ションは地域のものであり、児童の家庭生活の実態を住

宅ど㢧ⴭには㟢࿊しない。そこで、家庭生活をᨵၿす

る実㊶的な態度を住居領域の学習から⋓ᚓするには、教

育施タである学校内の空間よりも児童の家庭生活に近᥋

した住空間に着目するうが適ᙜであると考え、ごみス

テーションをᑐ㇟とした。

　本研究の目的を㐩成するため、ձ小学校家庭科住居領

域の学習内容の把握と、ղごみステーションの利用と管

理の実態の把握をする。ձとղの⤖ᯝをもとに小学校家

庭科住居領域における共用地管理のどⅬを取入れた学習

内容の᳨ウを行う。

1-� ᪤ 研究ࡽみたᮏ研究の⨨࡙け

1㸧ఫ教育ࠊ小学校ᐙᗞ⛉ఫᒃ㡿ᇦに関する᪤ 研究

　ᇳ➹者らは᪤ 研究において、小学校の住居領域学習

内容について系⤫的ᵓ成がᢸಖされていないというⅬを

指している。ල体的には、「住居領域では住生活を自

立して営む能ຊと態度を身につけるためには、発㐩段階

にᛂࡌてそれらの学習内容が⤖し、住生活の自立をᨭ

える学習内容のᵓ成をᢸಖする必要がある」と㏙てい

る。そのために小学校においても、ල体的住生活行Ⅽと

共にその๓ᥦ的な住宅のᴫᛕを認識さࡏ、᭦には住生活

行Ⅽに関するࣝーࣝについてゐれることが、系⤫性をᢸ

ಖした学習内容の再編に⧅がると指した �）。本研究は

そのㄢ㢟を考慮し、住宅のᴫᛕ、住生活行Ⅽ、それに関

するࣝーࣝをල体的な教材を通ࡌて認▱できるような指

導ィ⏬のᥦが必要であると考えている。

　また㏿Ỉら �）は、学校教育の住教育がᾘᴟ的になっ

ている⫼ᬒに、教材の㊊等による家庭科住居領域の指

導のしにくさ、教ဨ㣴成のあり方、学習指導要領が♧す

内容自体が住居領域の指導のᡭⷧさにᙳ㡪していると

し、学校現場での㐀的ᤵᴗᒎ開のṑṆめになってし

まっていると㏙ている。ᓊ本 �）は、これからの学校

教育における住環境教育のࣜ࢝キࣗラ࣒について、≀と

しての住宅とその࿘㎶、それをうேとそのい方、空

間認識の方、という 3つのᰕでᵓ成することを指し、

児童の生活ᅪでの学習をᥦしている。

　᭦に、小学校家庭科住居領域に関する᪤ 研究の中で

本研究に関㐃する研究として、高㒊ら、⏣中らのものが

ᣲげられる。高㒊ら文�）は、学習指導要領に♧されてい

る内容の㐩成状況に、どのような学習の方がᙳ㡪する

のかを解明している。高㒊らは、ᗣ࣭Ᏻ㠃、ཬࡧᾘ

㈝者教育に関する内容は活用度や、児童の⯆࣭関ᚰが

高いためにᙉくព識࡙けられ、実㊶に⧅がることを♧し

ている。⏣中ら文1�）は、学校での住環境行ືの学習ຠᯝ

を自ぬする児童ど、家庭での実行度が高いこと、また、

児童にとって身近な᪥ᖖ行Ⅽと⤖ࡧつく住環境行ືの実

行度が高いことを♧した。そのような児童の住環境活ື

は、家᪘の実行度もᙳ㡪すると指している。

　以上の᪤ 研究を受け、本研究は住教育のㄢ㢟の中で、

現行の小学校における住居領域の学習内容の系⤫的ᵓ成

のᢸಖをᛕ㢌に、教材開発の➃⥴となる▱ぢをᚓようと

している。᭦に᪤ 研究の成ᯝから、児童の生活ᅪにᛂ

た住教育の内容開発のため、児童の身近な᪥ᖖ行Ⅽにࡌ

つく住生活行Ⅽの空間として、地域のごみステーࡧ⤖

ションに着目することのጇᙜ性を再☜認できた。

�㸧ఫ⎔ቃの管理のࣔࢥンࢬ論の㐺ᛂに関する᪤ 研究

　コモンズ論は、G.Hardin文 11）の論文によってὀ目さ

れるようになった。それは、環境自体がコモンズ（共有

資源）であり、ಶࠎの行Ⅽ主体の利ᕫ的な行ືによって

コモンズがᯤῬすれࡤ、自らの利┈をもኻってしまうと

いうものである。

　それにᑐして E.Ostrom文12）は、コモンズの管理ἲと

して自主管理をᥦし、自主管理⤌⧊によってコモンズ

を管理さࡏるㄪᰝを行った。その⤖ᯝ、自主管理は必ࡎ

しも成ຌするわけではなく、それࡒれのཧຍ者が⊂自の

解Ỵ⟇を᥈すことが大切であると㏙ている。また高ᮧ

�）は、E.Ostromの自主管理という理論から、山や川等

の自↛資源だけでなく、地域共ྠ空間が地域住Ẹによっ

て活用され、よりよく管理されるためのἲのあり方を考

ᐹしている。

　本研究では、地域の共用地をコモンズとしてとらえ、

児童が身近な教材から、共用地のᴫᛕ、共用地を自主管

理していくことの必要性、それに関するࣝーࣝを認▱で

きる系⤫的な学習内容の᳨ウをヨみる。

1-� 研究の᪉ἲ

1㸧ᐙᗞ⛉ఫᒃ㡿ᇦの学習内容のᢕᥱ

　まࡎ、学習指導要領の内容をල現している現行の小

学校教科書をᑐ㇟に、家庭科住居領域が取り扱う空間、

その空間と児童との関わり方、それに関するࣝーࣝが、

どのように学習内容としてᵓ成されているのかを文⊩ㄪ

ᰝによって☜かめる。

　ල体的には、2�1� 年 4 ᭶Ⅼでฟ∧されている小

学校家庭科教科書（⾲ 1）の中の住居領域の内容とし

て記㍕されている本文をてᢤきฟし、ࢢラ࢘ンࢵࢹ

ド࣭ࣜ࢜ࢭー࣭プࣟーࢳ（以下、GTA）�）を用いて

学習内容のᵓ成をศᯒする。GTAは「現㇟をᵓ成し

ているᴫᛕとᴫᛕྠ士の関ಀ」1�）を解明することがで

きるศᯒ方ἲであり、学習内容がどのようにᵓ成され

ているかを本㉁的に明らかにする㉁的ศᯒᡭἲとして

適していると考え、᥇用している。現ᅾ小学校家庭科

⾲ 調査のᴫせ⫣ᩥࠉ1

出版社
TO 社
KA社

教科
家庭科
家庭科

　       書　名
新編新しい家庭５・６
わたしたちの家庭科５・６

発行年
2015
2015

データ数
56
51

該当頁
44-51,72-75,80,102-107
25-29,56-58,60-61,74-81

ᅗ 調査ᑐ㇟地ࠉ1

天神社

調査対象
単位町内会

N

幹線道路

100 500m0

宿町内会

三野町内会

中井町 1丁目
町内会

大和町 2丁目
町内会

学南町 3丁目
町内会

学南町中央
町内会

学南町 1丁目
町内会

北富
町内会

北方東本
町内会

北方西本
町内会

津島東
町内会

津島みどり
町内会

東江道町内会

大和町 1丁目
町内会

宿町内会

三野町内会

旭川旭川

中井町 1丁目
町内会

大和町 2丁目
町内会

学南町 3丁目
町内会

学南町中央
町内会

学南町 1丁目
町内会

北富
町内会

北方東本
町内会

北方西本
町内会

津島東
町内会

津島みどり
町内会

東江道町内会

岡山大学
津島キャンパス
岡山大学

津島キャンパス岡山大学

岡山理科
大学

浄水場

半田山
植物園

中井町 2丁目
町内会

中井町 2丁目
町内会

青葉
町内会
青葉
町内会

津島土生
町内会
津島土生
町内会

三軒屋本町
町内会
三軒屋本町
町内会

半田町元町
町内会
半田町元町
町内会

宿南町内会宿南町内会

北方四日市
町内会
北方四日市
町内会

大和町 1丁目
町内会

西江道
町内会
西江道
町内会

岡山県

調査対象地
岡山市

⾲ ー調査のᴫせࣗࣅࢱンࠉ�

１）調査対象者の属性
　　・地区、居住年数、性別、年齢
２）調査対象地の属性
　　・場所、空間と物について、地域活動について
３）ごみステーションの形態
　　・地域内における配置状況、ごみステーションの仕様、ゴミ回収に使用する物財
４）ごみステーションに関するルール
　　・利用のルール、管理のルール、ルールの周知手段

⾲ ー調査ᑐ㇟⪅のᒓᛶࣗࣅࢱンࠉ�

対象

A 氏

B氏

D氏
C氏

E氏

F氏

G氏
H氏
I 氏
J 氏

調査日時
'15/10/27
10:25-11:20
'15/11/9
10:25-11:15

'15/11/10
10:50-12:00

'15/11/10
13:30-15:00
'15/11/12
10:00-11:00
'15/11/13
10:00-10:35
'15/11/26
13:30-14:35

町内会名

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

役職
御野学区連合町内会会長
町内会長（兼任）

リサイクル推進委員
リサイクル推進委員

町内会長

町内会長

町内会長

町内会長
町内会長

町内会長
副会長

性別

女性

男性

男性
男性
男性

男性

男性
男性
男性
男性

年齢

60 代

60 代

60 代

80 代
70 代
70 代

70 代

70 代

70 代
不明

居住年数

約 70 年

約 40 年

約 50 年
35 年

35 年
不明

26 年

27 年

16-17 年

69 年

180

770

220

205

179

360

462

加入
世帯

の教科書は 2社から発行されている。住居領域として

タᐃされている㡫からそれࡒれ ��、�1 文のࢹーࢱを

᥇取した（⾲ 1）。ศᯒのᡭ㡰は以下の通りである。ᢳ

ฟしたࢹーࢱにල体的ሗ（࣓ࢹンション）とᢳ㇟

的ሗ（プࣟࣃテ）をえ、୧者からそのࢹーࢱの

内容を⾲すラࣝ࣋をす。近ఝするラࣝ࣋をとりま

とめて࢝テྡࣜࢦをつけながらศ㢮する。࢝テࣜࢦ

がศ㢮できれࡤ、プࣟࣃテや࣓ࢹンション、ラ

 間の関ಀを᳨ウし、ᴫᛕྠ士ࣜࢦテ࢝を用いてࣝ࣋

の関ಀ性を解明する。

�㸧ごみステーションの利用と管理の実態のᢕᥱ

　ḟに、地域のごみステーションの利用と管理について

理解しているேとして、༢⏫内会㛗をᑐ㇟にᵓ㐀し

たインࣗࣅࢱーㄪᰝを行う。ㄪᰝ内容は、ㄪᰝᑐ㇟者の

ᒓ性、ㄪᰝᑐ㇟地のᒓ性、ごみステーションの形態、ご

みステーションに関するࣝーࣝである（⾲ 2）。

 ㄪᰝᑐ㇟地は岡山市ᙺᡤ市Ẹ༠ാᒁ市Ẹ༠ാ⏬⥲ົ

ㄢ⛣住࣭ᐃ住ᨭᐊと┦ㄯし、༢⏫内会ᩘが市内で最

も多いᚚ㔝㐃合⏫内会を㑅ᐃした（ᅗ 1）。

　岡山市の༢⏫内会は 1��24 ⤌⧊あり 11）、ຍ入⋡は

�2�2㸣である。住Ẹ自⤌⧊の基礎となる⤌⧊となって

いる。学༊࣭ 地༊㐃合⏫内会（以下、㐃⏫）は ��⤌⧊ある。

ᴫࡡ小学校༊内の༢⏫内会によってᵓ成されている。

⏫内会の主な活ືのうち 12）ごみステーションの管理は、

環境⨾にあたる。

　ㄪᰝᑐ㇟地であるᚚ㔝学༊㐃⏫は、23の༢⏫内会

からなる㐃⏫であり、ୡᖏᩘは ��24� ୡᖏである。23

の༢⏫内会のうち、ᚚ㔝㐃⏫会㛗から � ྡの㐃⏫内の

༢⏫内会㛗を⤂いただいた。⤖ᯝ的にㄪᰝの㒔合の

ついた � ༢⏫内会㛗（㐃⏫会㛗を含む）がㄪᰝᑐ㇟者

で、ㄪᰝᮇ間は 2�1� 年 1� ᭶ 2� ᪥ࠥ 11 ᭶ 2� ᪥である。

　ㄪᰝᑐ㇟者の基本ᒓ性を⾲ 3に♧す。インࣗࣅࢱー

はᚚ㔝学༊内の岡山市බẸ㤋、ᐟබ会ᇽで行った。ㄪ
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ᰝに記㘓した࣓モと、ㄪᰝᑐ㇟者にチ

可を取り ,&ࣞコーࢲーで㘓㡢した㡢ኌ

からᑐ㇟者の発言を要⣙して文❶し、

。としたࢱーࢹ

㸰．ᐙᗞ⛉ఫᒃ㡿ᇦの学習内容のᢕᥱ

　まࡎ、小中高等学校における小学校

の家庭科住居領域の学習内容を☜かめ

る。ᅗ 2より、小学校では住宅のᴫᛕの

「ϫ �居住者の生活と住宅形態との関ಀ

性」、そして住生活行Ⅽの「ϭ �利用（≉

に環境ㄪ整）」ཬࡧ「Ϯ �管理」が学習

指導要領上、取扱いが⩏ົけられてい

る。そのの学習内容は、中学校、高等

学校と校✀が上がるにつれて⿵われる

というのが現ᅾの家庭科における学習内

容のᵓ成の≉ᚩである 13）。

　ḟに、小学校の学習内容を把握する。

実際の学校現場で児童に学習内容を教

ᤵするために用されている現行教科

書の記㏙内容を整理、ศᯒしたものが

⾲ 4である。ල体的ሗ（࣓ࢹンショ

ン）ᩘからみると、学習指導要領のと

おり、「ϭ �利用」の「ո環境ㄪ整」の

「環境ㄪ整が必要である」という▱識と、

「Ϯ �管理」の「պ管理」の「≀の管理

具体的学習内容
（ラベル）

①必然性 ー
②個別性 快適に生活する
③社会性 地球全体の環境をまもる

生活や物財にはエネルギー・資源・労力が必要
資源には限りがあるので効率よく使う
快適には過ごすがエネルギーを使わない・
社会性と個別性の最適化で住生活の質を向上する

Ⅱ.住環境の概念 ④住環境の概念 ー
日本の気候風土⑤住文化
地域や気候に合わせた生活がある

Ⅳ.居住者の生活
　と住宅形態と
　の関係性

⑥住要求 住要求に応じた住まい方がある

Ⅴ．建設/所有 ⑦建設/所有 ー
Ⅵ．利用 ⑧環境調整 環境調整が必要である

⑨共助の必要性 ー
⑨’自然エネルギーとの関係 日光エネルギーを生活に利用する
⑨’’ルール

⑪’ルール

環境調整機器（冷房・暖房機）の使用方法の注意
（延焼予防・換気・電気エネルギーの節約）

Ⅶ．管理 ⑩’物財と生活の関係 生活には物財が必要
生活すると不要品・汚れがでる

⑩管理 物の管理が必要である
身の回りを整理整とんする
利用と管理の方法を振り返る
不要品を減らす
掃除する

⑪住環境の持続可能性 ー

凡例　ー：なし又は記述なし、○’：追加カテゴリ
※1カテゴリは参考文献2を参考にした。分析の過程でカテゴリの追加が必要であると判断したもの
　　については、追加カテゴリを付加している（例、Ⅵ．利用の「自然エネルギーとの関係」等）
※2データ（文章）から複数のディメンションとプロパティを抽出しながら分析するので、ディメ
　　ンション数がデータ数を上回っている

学習内容
（カテゴリ※１）

Ⅰ.住まいに
　求められる
　条件

Ⅲ.住文化

具体的情報
（ディメンション）

の数※２

当該カテゴリを
説明するために
不可欠なカテゴリ

0
9

29

0

19

1

0
54
0
9
13

汚さない使い方をする
共用空間の使用者と共に利用と管理のルールをつくる
地域のルールに従う

21

93

0
8

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

①,②,③

①,②,③
①,②,③

②,③

②,③

③,④

②

③
④

②,③,
④,⑨

②
①~③,④~⑥

ー

ー
ー

⾲ 教⛉᭩における学習内容୍ぴࠉ�

ᅗ ⫣校✀ูにみた教⛉᭩内容のᵓᡂ㸦ᩥࠉ� �のᅗ �を୍㒊ಟṇࡋ㌿㍕㸧

凡例
関連あり・
取扱いあり

量的重みがあると
確認できたもの

カテゴリ・
下位カテゴリ

学習指導要領で
定められたもの

関連があるにも
係らず取扱いなし

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

c.高等学校b.中 学 校a.小 学 校

が必要」等の▱識に関する記㏙が多い。また、⾲ 4のල

体的学習内容（ラࣝ࣋）をみると、「ϭ �利用」のᑐ㇟

がࢠࣝࢿ࢚ーであり、「Ϯ �管理」のᑐ㇟は≀資である。

つまり小学校の住居領域の学習内容は、利用や管理のᑐ

㇟は住空間ではなくࢠࣝࢿ࢚ーや≀資であり、「身近な

ᾘ㈝生活と環境 14）」の領域がΰᅾしていることが☜認

できる。それにຍえて「Ϩ �住まいに求められる᮲௳」

の「ճ社会性」では、住宅がබ共㈈的ഃ㠃を持つ社会的

な資源であることにゐれられておらࡎ 1�）、ᾘ㈝生活で

取り扱われるࢠࣝࢿ࢚ーや≀資に関する内容のみが記㏙

されている。

　᭦に、⾲ 4では、ᙜヱ࢝テࣜࢦを説明するために、๓
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ᰝに記㘓した࣓モと、ㄪᰝᑐ㇟者にチ

可を取り ,&ࣞコーࢲーで㘓㡢した㡢ኌ

からᑐ㇟者の発言を要⣙して文❶し、

。としたࢱーࢹ

㸰．ᐙᗞ⛉ఫᒃ㡿ᇦの学習内容のᢕᥱ

　まࡎ、小中高等学校における小学校

の家庭科住居領域の学習内容を☜かめ

る。ᅗ 2より、小学校では住宅のᴫᛕの

「ϫ �居住者の生活と住宅形態との関ಀ

性」、そして住生活行Ⅽの「ϭ �利用（≉

に環境ㄪ整）」ཬࡧ「Ϯ �管理」が学習

指導要領上、取扱いが⩏ົけられてい

る。そのの学習内容は、中学校、高等

学校と校✀が上がるにつれて⿵われる

というのが現ᅾの家庭科における学習内

容のᵓ成の≉ᚩである 13）。

　ḟに、小学校の学習内容を把握する。

実際の学校現場で児童に学習内容を教

ᤵするために用されている現行教科

書の記㏙内容を整理、ศᯒしたものが

⾲ 4である。ල体的ሗ（࣓ࢹンショ

ン）ᩘからみると、学習指導要領のと

おり、「ϭ �利用」の「ո環境ㄪ整」の

「環境ㄪ整が必要である」という▱識と、

「Ϯ �管理」の「պ管理」の「≀の管理

具体的学習内容
（ラベル）

①必然性 ー
②個別性 快適に生活する
③社会性 地球全体の環境をまもる

生活や物財にはエネルギー・資源・労力が必要
資源には限りがあるので効率よく使う
快適には過ごすがエネルギーを使わない・
社会性と個別性の最適化で住生活の質を向上する

Ⅱ.住環境の概念 ④住環境の概念 ー
日本の気候風土⑤住文化
地域や気候に合わせた生活がある

Ⅳ.居住者の生活
　と住宅形態と
　の関係性

⑥住要求 住要求に応じた住まい方がある

Ⅴ．建設/所有 ⑦建設/所有 ー
Ⅵ．利用 ⑧環境調整 環境調整が必要である

⑨共助の必要性 ー
⑨’自然エネルギーとの関係 日光エネルギーを生活に利用する
⑨’’ルール

⑪’ルール

環境調整機器（冷房・暖房機）の使用方法の注意
（延焼予防・換気・電気エネルギーの節約）

Ⅶ．管理 ⑩’物財と生活の関係 生活には物財が必要
生活すると不要品・汚れがでる

⑩管理 物の管理が必要である
身の回りを整理整とんする
利用と管理の方法を振り返る
不要品を減らす
掃除する

⑪住環境の持続可能性 ー

凡例　ー：なし又は記述なし、○’：追加カテゴリ
※1カテゴリは参考文献2を参考にした。分析の過程でカテゴリの追加が必要であると判断したもの
　　については、追加カテゴリを付加している（例、Ⅵ．利用の「自然エネルギーとの関係」等）
※2データ（文章）から複数のディメンションとプロパティを抽出しながら分析するので、ディメ
　　ンション数がデータ数を上回っている

学習内容
（カテゴリ※１）

Ⅰ.住まいに
　求められる
　条件

Ⅲ.住文化

具体的情報
（ディメンション）

の数※２

当該カテゴリを
説明するために
不可欠なカテゴリ

0
9

29

0

19

1

0
54
0
9
13

汚さない使い方をする
共用空間の使用者と共に利用と管理のルールをつくる
地域のルールに従う

21

93

0
8

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

①,②,③

①,②,③
①,②,③

②,③

②,③

③,④

②

③
④

②,③,
④,⑨

②
①~③,④~⑥

ー

ー
ー

⾲ 教⛉᭩における学習内容୍ぴࠉ�

ᅗ ⫣校✀ูにみた教⛉᭩内容のᵓᡂ㸦ᩥࠉ� �のᅗ �を୍㒊ಟṇࡋ㌿㍕㸧

凡例
関連あり・
取扱いあり

量的重みがあると
確認できたもの

カテゴリ・
下位カテゴリ

学習指導要領で
定められたもの

関連があるにも
係らず取扱いなし

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

⑫現状

⑬課題 ⑭制御
（共・公）

①必然性

⑦
⑩ ⑪住環境の

持続可能性

Ⅷ. 制御

Ⅴ. 建設 / 所有 Ⅵ. 利用

Ⅶ. 管理

Ⅰ. 住まいに求
められる条件

Ⅷ. 制御

⑧環境
調整 ⑨共助の

必要性

住
宅
の
概
念

住
生
活
行
為

⑩ ⑪住環境の
持続可能性

Ⅲ. 住文化
Ⅳ. 居住者の生活と
住宅形態との関係性 Ⅱ. 住環境の概念

②個別性
③社会性

④⑤ ⑥

c.高等学校b.中 学 校a.小 学 校

が必要」等の▱識に関する記㏙が多い。また、⾲ 4のල

体的学習内容（ラࣝ࣋）をみると、「ϭ �利用」のᑐ㇟

がࢠࣝࢿ࢚ーであり、「Ϯ �管理」のᑐ㇟は≀資である。

つまり小学校の住居領域の学習内容は、利用や管理のᑐ

㇟は住空間ではなくࢠࣝࢿ࢚ーや≀資であり、「身近な

ᾘ㈝生活と環境 14）」の領域がΰᅾしていることが☜認

できる。それにຍえて「Ϩ �住まいに求められる᮲௳」

の「ճ社会性」では、住宅がබ共㈈的ഃ㠃を持つ社会的

な資源であることにゐれられておらࡎ 1�）、ᾘ㈝生活で

取り扱われるࢠࣝࢿ࢚ーや≀資に関する内容のみが記㏙

されている。

　᭦に、⾲ 4では、ᙜヱ࢝テࣜࢦを説明するために、๓

ᥦとして必要な学習内容を᳨ウしている。≉に「ϩ �住

環境のᴫᛕ」以下の࢝テࣜࢦについては、「Ϩ �住まい

に求められる᮲௳」が認識されていなけれࡤ、なࡐ住生

活行Ⅽを実施するのかというື機が説明できない。その

ため、「Ϩ �住まいに求められる᮲௳」が基礎的、基本

的な住生活学習の基礎▱識になっていることが理解でき

る。上記の࢝テࣜࢦ間の関ಀ性をᅗ♧したものが、ᅗ 3

である。住生活行Ⅽに関する学習内容は、「Ϩ �住まい

に求められる᮲௳」の学習内容が関ಀして成立している

ことがわかる。

　しかし、ᅗ 3をみると、小学校の家庭科住居領域で学

習内容として取扱われている（⾲ 4）にも関わらࡎ、๓

ᥦとなるき学習内容が取扱われていない、つまり㊊

している࢝テࣜࢦがみられる。それは、「Ϯ㸬管理」の

「ջ 
ࣝーࣝ」である。๓ᥦとなる学習内容の࢝テࣜࢦ

を⾲ 4で☜かめると「ղಶู性」、「ճ社会性」、「մ住環

境のᴫᛕ」、「չ共ຓの必要性」である。しかし、実際は

「Ϩ �住まいに求められる᮲௳」の「ղಶู性」と「ճ

社会性」しかᏑᅾしない。「ϩ �住環境のᴫᛕ」や「ϭ �利

用」の「չ共ຓの必要性」が㊊している状態になって

いる。

　「Ϯ �管理」の「ջ 
ࣝーࣝ」のල体的学習内容（ラࣝ࣋）

は、「ởさないい方をする」、「共用空間の用者と共

にしようと管理のࣝーࣝをつくる」、「地域のࣝーࣝにᚑ

う」という、空間や空間を共用する者との関ಀ性を学

習する、㔜要な㒊ศである。しかし、「ϩ �住環境のᴫᛕ」

1�）が㊊していれࡤ、共的な空間のᏑᅾ等の認識が形

成できない。そのため、児童は空間や空間を共用する

者との関ಀ性を論理的に認識することができࡎ、なࡐ共

的な空間における住生活行Ⅽཬࡧそのࣝーࣝが必要なの

かが論理的には理解できない。

　以上から、「Ϯ �管理」の「ջ 
ࣝーࣝ」を、現行の

教科書の学習内容のみで論理的に説明するには㊊する

㒊ศがあることがわかった。このままでは、児童が者

と空間を共用するためには住生活行Ⅽのไᚚ（ࣝーࣝ）

が必要であることの認識にはつながらないと考える。

㸱．ごみステーションの利用と管理の実態

調査ᑐ㇟の⨨࡙けࠉ1-�

　ᚚ㔝学༊と学༊とのẚ㍑のため、岡山市༊内の学

༊ูேཱྀᵓ成ならࡧに⥲ேཱྀに༨めるᅾ学者の合、⥲

ୡᖏᩘに༨める༢⊂ୡᖏの合をᅗ 4に♧す文1�）。༊

のうちᚚ㔝学༊は、ேཱྀがẚ㍑的多い地༊である。また、

ᅗ 学習内容の┦の関㐃ᛶࠉ�

凡例

関連あり・
取扱いあり

ディメンション数
が特に多かったもの

カテゴリ

住宅の概念

住生活行為

学習指導要領で
定められたもの

関連があるにも
係らず取扱いなし

■　　　　
■

⑦

Ⅰ

.住
まい
に求
められ

る条件

Ⅲ
.住
文
化
Ⅱ
.住
環
境
の
概
念

Ⅳ.
居
住
者
の
生
活
と

住宅
形態
との
関係
性

Ⅶ
. 管
理

Ⅵ.利用
Ⅴ.建

設/
所有

①必然性

⑨’ 自然エネル
ギーとの関係

⑨’’ ルール

　⑪‘ルール

⑧環境
調整

⑨共助の
必要性

⑩’ 物財と
生活の関係

⑩管理

⑪住環境の
持続可能性

②個別性

③社会性

④住環境
の概念

⑤住文化

⑥住要求

0
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岡
山
中
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区

鹿
田
学
区

西
学
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大
元
学
区

横
井
学
区

岡
南
学
区

陵
南
学
区

伊
島
学
区

御
野
学
区

御
南
学
区

津
島
学
区

中
山
学
区

庄
内
学
区

三
門
学
区

牧
石
学
区

大
野
学
区

清
輝
学
区

石
井
学
区

加
茂
学
区

桃
丘
学
区

御
津
学
区

蛍
明
学
区

平
津
学
区

御
津
南
学
区

鯉
山
学
区

建
部
学
区

野
谷
学
区

足
守
学
区

馬
屋
下
学
区

福
渡
学
区

五
城
学
区

馬
屋
上
学
区

竹
枝
学
区

（人） （％）
老年人口（65～歳）
生産年齢人口（15～64歳）
年少人口（0～14 歳）
総人口に占める在学者の割合※（％）
総世帯数に占める単独世帯の割合※（％）

※平成22年国勢調査を基にした

724 1038
1774 1946 2335

2960 3004 3187 3464 3691 3760 3794
4064 4340 4587

6405
7201 7324 7491

9639 9680
10900

1160112144
1342013521

13977
14985

1609516512
178211790318309

19091

19.6 18.0 21.6
26.2
18.1 15.5 18.8 18.6 16.117.8

22.4 20.7
30.5

14.8 12.6

64.0
69.4

31.7

29.9

50.0

18.7 19.9

61.5

36.2

66.9

55.6

29.5

55.2

33.4

41.8

26.0

42.6

55.6
62.7

ᅗ ᒸᒣᕷ༊のᖺ㱋ูேཱྀᵓᡂࠉ�
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ᚚ㔝学༊は 2つの大学に㞄᥋する。⥲ேཱྀに༨めるᅾ学

者（小学生、中学生、大学生、院生を含む）は 3��1㸣と、

༊内で最も多いこと、ୡᖏ⥲ᩘに༨める༢⊂ୡᖏの

合が༊内で 2␒目に多いことから、ᚚ㔝学༊は༊の

中でも༢身で居住する学生が多いと考えられる。

　ᅗ �はㄪᰝᑐ㇟地の住宅のᴫ要を♧している。༊

体でみると住宅のᡤ有関ಀは持ち家と家が༙ศࡎつで

ある。ㄪᰝᑐ㇟地の住宅のᡤ有関ಀをみると、༊体

よりも家の合が多い。一方、住宅のᘓて方をみると

༊体では �ᙅがᡞᘓて、�ᙉが共ྠ住宅という

ẚ⋡である。それにᑐし、ㄪᰝᑐ㇟地では共ྠ住宅の

合が༊体にẚて多く、≉に中⏫ 2目では共ྠ

住宅が住ᡞの �ᙅを༨めている。

ごみステーションのᙧ態ࠉ�-�

　ごみステーションの形態と⏫内会ูのタ⨨ᩘを、⾲ �

に♧す。現地㋃ᰝを行ったᐟ⏫内会、୕㔝⏫内会以እの

⾲ ᩘ⨨ごみステーションのᙧ態とタࠉ�

A.
0

－

－

－

3

2

2

7 以上

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

計

B.
4

12△

－△

－▲

2

0

5

23 以上

C.
0

－

－

－

0

0

0

－

D.
0

－

－

－

1

9

0

10 以上

E.
0

－

－

－

1

4

3

8 以上

F.
3

2

－

－

0

3

7

15 以上
凡例 A. 平地 B. 平地 +ﾈｯﾄ C. 可動式ﾎﾞｯｸｽ D. 固定式ﾎﾞｯｸｽ E. 屋根なし施工 F. 屋根あり施工

ー：不明、　△：市から支給されたネット、　▲：町内会で購入したネット

計

7

21 ー

10 以上

11

7

18

17

91 以上

┿ れたごみステーションࡉ⨨用Ỉ㊰ୖにタࠉ1

ᐟ ୕㔝

⾲ ࡚࠸ࡘ利用のࣝーࣝにࠉ�

認知の程度※2町内会名※1

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

平均値

遵守の程度※3 ルールを守ら
ない住民

守られていない
ルール
ゴミだしの
時間、曜日

学生

町内会未加入者

町内会未加入者

学生

学生

単身者

単身者

ゴミだしの
時間、曜日

借家住まいの
単身者

ゴミだしの
時間、曜日
ゴミだしの
時間、曜日

分別

不法投棄

特になし特になし

分別

ゴミだしの
時間、曜日
不法投棄

※ 1下線は、幹線道路に近接する、または幹線道路が通る町内会
※ 2認知の程度：1. 知らない　2. あまり知らない　3. まあ知っている　4. よく知っている
※ 3遵守の程度：1. 守られていない　2. あまり守られていない　3. まあ守られている　4. よく守られている

４

３ ３

３

３

３ ３

３３

3.14 3.43

２

４

４

４４

༢⏫内会のごみステーションの形態とタ⨨ᩘはインࢱ

ーㄪᰝに基࡙くものである。形態をみると、「%�ᖹࣗࣅ

地㸩ࢺࢵࢿ」、ḟいで「)�ᒇ᰿あり施工」が多い。岡山

市では᪂たなごみステーションタ⨨に 2�を上㝈と

する⿵ຓ㔠がある。その⿵ຓ㔠を活用して᪂たなステー

ションをタ⨨しようとする⏫内会もあるが、タ⨨場ᡤの

☜ಖが難しいというពぢが⪺かれた 1�）。㊰上にタ⨨す

ると、通行の㑧㨱になる、近㞄住Ẹのᢎをᚓることが

できない等のࣁードࣝがあることが理由である。そのၥ

㢟をඞ᭹するために、㎰ᴗ用Ỉ㊰の上にステーションを

タ⨨するがみられた（┿ 1）。

ごみステーションの利用の実態ࠉ�-�

　ごみステーションの利用の実態について、ᑐ㇟者に「利

用のࣝーࣝの認▱の⛬度」と「利用のࣝーࣝの㑂Ᏺの⛬

度」を「1�」から「4�」のᩘ値で回⟅してもらった（⾲ �）。

　利用のࣝーࣝについて、認▱の⛬度は �༢⏫内会中

2༢⏫内会が「4�よく▱っている」、4༢⏫内会が

「3�まあ▱っている」、1༢⏫内会が「2�あまり▱ら

ない」と回⟅している。

　㑂Ᏺの⛬度は、3༢⏫内会が「4�よくᏲられている」、

4༢⏫内会が「3�まあᏲられている」と回⟅し、⎍

ではないがࣝーࣝを㑂Ᏺできていると理解できる。

　ὠᓥᅵ生の場合は、利用のࣝーࣝの認▱、㑂Ᏺともၥ

㢟は認識していない。大学に㞄᥋している地域で、学生

(n=418)

(n=136,405)

(n=639)

(n=466)

(n=684)

(n=682)

(n=922)

(n=880)

北方四日市
47.8　　48.3　3.9

  33.4         65.0       1.6

 39.4         57.0      3.6 45.9/1.1     53.0

36.1         61.3       2.6 12.0/0.6          87.4

29.7           63.3      7.0 31.9/0.9        67.2

27.3          71.2        1.5 24.7/1.7         73.6

33.8          64.4       1.8 31.6/1.3         67.1

35.7          62.9      1.4 42.2  0.5     57.3

44.6 1.9     53.5

 32.8/0.7          66.5

北区全体

北方東本町

大和町1丁目

津島土生

中井町2丁目

宿

三　野

持ち家 借家 その他 戸建て 長屋 共同住宅

(n=417)

(n=136,278)

(n=638)

(n=466)

(n=684)

(n=682)

(n=922)

(n=880)

建て方 [***]所有関係 [***]

ᅗ 調査ᑐ㇟地のఫᏯのᴫせࠉ�

2010 年国勢調査を基に執筆者作図
χ 2検定結果　[***]p<0.001　[* *]p<0.01　[ * ]p<0.05
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ᚚ㔝学༊は 2つの大学に㞄᥋する。⥲ேཱྀに༨めるᅾ学

者（小学生、中学生、大学生、院生を含む）は 3��1㸣と、

༊内で最も多いこと、ୡᖏ⥲ᩘに༨める༢⊂ୡᖏの

合が༊内で 2␒目に多いことから、ᚚ㔝学༊は༊の

中でも༢身で居住する学生が多いと考えられる。

　ᅗ �はㄪᰝᑐ㇟地の住宅のᴫ要を♧している。༊

体でみると住宅のᡤ有関ಀは持ち家と家が༙ศࡎつで

ある。ㄪᰝᑐ㇟地の住宅のᡤ有関ಀをみると、༊体

よりも家の合が多い。一方、住宅のᘓて方をみると

༊体では �ᙅがᡞᘓて、�ᙉが共ྠ住宅という

ẚ⋡である。それにᑐし、ㄪᰝᑐ㇟地では共ྠ住宅の

合が༊体にẚて多く、≉に中⏫ 2目では共ྠ

住宅が住ᡞの �ᙅを༨めている。

ごみステーションのᙧ態ࠉ�-�

　ごみステーションの形態と⏫内会ูのタ⨨ᩘを、⾲ �

に♧す。現地㋃ᰝを行ったᐟ⏫内会、୕㔝⏫内会以እの

⾲ ᩘ⨨ごみステーションのᙧ態とタࠉ�

A.
0

－

－

－

3

2

2

7 以上

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

計

B.
4

12△

－△

－▲

2

0

5

23 以上

C.
0

－

－

－

0

0

0

－

D.
0

－

－

－

1

9

0

10 以上

E.
0

－

－

－

1

4

3

8 以上

F.
3

2

－

－

0

3

7

15 以上
凡例 A. 平地 B. 平地 +ﾈｯﾄ C. 可動式ﾎﾞｯｸｽ D. 固定式ﾎﾞｯｸｽ E. 屋根なし施工 F. 屋根あり施工

ー：不明、　△：市から支給されたネット、　▲：町内会で購入したネット

計

7

21 ー

10 以上

11

7

18

17

91 以上

┿ れたごみステーションࡉ⨨用Ỉ㊰ୖにタࠉ1

ᐟ ୕㔝

⾲ ࡚࠸ࡘ利用のࣝーࣝにࠉ�

認知の程度※2町内会名※1

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

平均値

遵守の程度※3 ルールを守ら
ない住民

守られていない
ルール
ゴミだしの
時間、曜日

学生

町内会未加入者

町内会未加入者

学生

学生

単身者

単身者

ゴミだしの
時間、曜日

借家住まいの
単身者

ゴミだしの
時間、曜日
ゴミだしの
時間、曜日

分別

不法投棄

特になし特になし

分別

ゴミだしの
時間、曜日
不法投棄

※ 1下線は、幹線道路に近接する、または幹線道路が通る町内会
※ 2認知の程度：1. 知らない　2. あまり知らない　3. まあ知っている　4. よく知っている
※ 3遵守の程度：1. 守られていない　2. あまり守られていない　3. まあ守られている　4. よく守られている

４

３ ３

３

３

３ ３

３３

3.14 3.43

２

４

４

４４

༢⏫内会のごみステーションの形態とタ⨨ᩘはインࢱ

ーㄪᰝに基࡙くものである。形態をみると、「%�ᖹࣗࣅ

地㸩ࢺࢵࢿ」、ḟいで「)�ᒇ᰿あり施工」が多い。岡山

市では᪂たなごみステーションタ⨨に 2�を上㝈と

する⿵ຓ㔠がある。その⿵ຓ㔠を活用して᪂たなステー

ションをタ⨨しようとする⏫内会もあるが、タ⨨場ᡤの

☜ಖが難しいというពぢが⪺かれた 1�）。㊰上にタ⨨す

ると、通行の㑧㨱になる、近㞄住Ẹのᢎをᚓることが

できない等のࣁードࣝがあることが理由である。そのၥ

㢟をඞ᭹するために、㎰ᴗ用Ỉ㊰の上にステーションを

タ⨨するがみられた（┿ 1）。

ごみステーションの利用の実態ࠉ�-�

　ごみステーションの利用の実態について、ᑐ㇟者に「利

用のࣝーࣝの認▱の⛬度」と「利用のࣝーࣝの㑂Ᏺの⛬

度」を「1�」から「4�」のᩘ値で回⟅してもらった（⾲ �）。

　利用のࣝーࣝについて、認▱の⛬度は �༢⏫内会中

2༢⏫内会が「4�よく▱っている」、4༢⏫内会が

「3�まあ▱っている」、1༢⏫内会が「2�あまり▱ら

ない」と回⟅している。

　㑂Ᏺの⛬度は、3༢⏫内会が「4�よくᏲられている」、

4༢⏫内会が「3�まあᏲられている」と回⟅し、⎍

ではないがࣝーࣝを㑂Ᏺできていると理解できる。

　ὠᓥᅵ生の場合は、利用のࣝーࣝの認▱、㑂Ᏺともၥ

㢟は認識していない。大学に㞄᥋している地域で、学生

(n=418)

(n=136,405)

(n=639)

(n=466)

(n=684)

(n=682)

(n=922)

(n=880)

北方四日市
47.8　　48.3　3.9

  33.4         65.0       1.6

 39.4         57.0      3.6 45.9/1.1     53.0

36.1         61.3       2.6 12.0/0.6          87.4

29.7           63.3      7.0 31.9/0.9        67.2

27.3          71.2        1.5 24.7/1.7         73.6

33.8          64.4       1.8 31.6/1.3         67.1

35.7          62.9      1.4 42.2  0.5     57.3

44.6 1.9     53.5

 32.8/0.7          66.5

北区全体

北方東本町

大和町1丁目

津島土生

中井町2丁目

宿

三　野

持ち家 借家 その他 戸建て 長屋 共同住宅

(n=417)

(n=136,278)

(n=638)

(n=466)

(n=684)

(n=682)

(n=922)

(n=880)

建て方 [***]所有関係 [***]

ᅗ 調査ᑐ㇟地のఫᏯのᴫせࠉ�

2010 年国勢調査を基に執筆者作図
χ 2検定結果　[***]p<0.001　[* *]p<0.01　[ * ]p<0.05

が࣎ランテ活ືで用Ỉ㊰のἾᤲ㝖をᐃᮇ的にしてい

るという。それについて、

「ⓙ >住Ẹが @その様な >学生がἾᤲ㝖をする @ጼ

をみていたら、ࠗ Ỉ㊰にごみをᤞてたらいかんな࠘と

ཱྀで言ったり、回ぴしたり、市ᙺᡤがしたりするよ

りຠᯝがある。（ὠᓥᅵ生インࣗࣅࢱーᢤ⢋、>@は

ᇳ➹者がពを⿵ሸするためにຍ➹、以下ྠ様）」

　一方、ࣝーࣝの認▱についてᾘᴟ的ホ価をした大⏫

1目の場合、

「⏫内として一␒ᅔっていることは大学生とか༢身

者のごみのᨺ⨨、ฟし方のࢼ࣐ーのᝏさ、コンࢽࣅ

等が近くにある関ಀで、㣧んだものを࣏イᤞてする

こと。近ᡤの方のሟの上にごみを⨨いて行く等、࣐

「（ーᢤ⢋ࣗࣅࢱ大⏫1目イン）ーが㠀ᖖにᝏいࢼ

と、㏙ている。᭦に、୕㔝の場合、

「㌴が通れるᗈい㐨。㌴で᮶て、࣏イっと⨨いて㸬㸬㸬

うち >୕㔝 @がそれにヱᙜする。ࠥ中␎ࠥ㐨そのも

のがᗈい。㐨のᶓすっと㌴を入れて >ごみを @⨨

こうとᛮえࡤ⨨ける。ࠥ中␎ࠥいわࡺる⏫内のே、

ここにごみをฟすきேたちはそういうことは⤯ᑐ

にしない。自ศにᙜ␒が回ってくるわけだから。だ

けど、通りすがりに࣏イっと⨨いていくேが、>ࣝー

ࣝを @Ᏺらないேではないかなとീしている。（୕

㔝インࣗࣅࢱーᢤ⢋」

　大⏫ 1目や୕㔝についてはᖿ⥺㐨㊰が㞄᥋または

㈏通していることから、本᮶そのごみステーションを利

用すきே以እが、通りすがりにごみをἲᢞᲠしてい

ると⏫内会では考えている。㥔㌴ス࣌ースがあるᡤ、ま

たは、「$�ᖹ地」よりもごみをἲにᢞᲠしたことが࿘

りからศかりにくい「)�ᒇ᰿あり施工」のような形態

のステーションでぢられるというពぢもあった。

　ごみステーションの管理主体としてཧຍしているேに

ついては、利用のࣝーࣝを㑂Ᏺしていると㏙られてお

り（୕㔝インࣗࣅࢱー下⥺㒊等）、管理のཧຍと利用

の態度には関ಀがあると᥎ᐹされる。

　上記のような住Ẹ以እのἲᢞᲠ以እにも、住Ẹ自体

がࣝーࣝを認識していない、Ᏺらないという状況があ

る。ࣝーࣝをᏲらない住Ẹᒙとしてᣲげられたのは、学

生、家住まいの༢身者、⏫内会ᮍຍ入者である（⾲ �）。

⏫内会ᮍຍ入者は⏫内のሗがఏわりにくく、その⏫内

で生活しているというព識がపくなりやすいことがཎᅉ

であると考えられる。えࡤ、ᐟ⏫内会では、

「どのように >ࣝーࣝを @࿘▱するか。みんなで㞟

まったにỴめてもࣃーࢺのேはฟて᮶ないか

ら。それは基本的には家主がきちんと入居のときに

ヰをしてもらわなけれࡤいけないが、なかなか >で

きない @。だからそういうேたちのため、>㈤㈚ @

だけにࠗࢺーࣃ こういうࣝーࣝです と࠘ࢳラシを配っ

たりはしている。理解されているかはわからないが、

わかっていてもやらないというのが一␒ᅔる。（ᐟイ

ンࣗࣅࢱーᢤ⢋）」

と、㏙ている。ྠࡌ⏫内で生活していることをព識し

てしいと考え、ሗఏ㐩をしている状況が把握できた。

ごみステーションの管理の実態ࠉ�-�

1�管理యࠉ

　管理主体について⾲ �に♧す。会ィ等のົについて

⾲ 管理のࣝーࣝの࿘▱᪉ἲࠊ管理⾜Ⅽのయࠊ㑂Ᏺの⛬ᗘࡧࡼ管理のࣝーࣝのㄆ▱おࠉ�

認知の程度※1町内会名

北方四日市

北方東本町

大和町 1丁目

津島土生

中井町 2丁目

宿

三野

平均値

遵守の程度※2
管理行為の主体

事務

会計等 ルール
の決定

労務
掃除等 資源化物 新規住民既存住民可燃・

不燃ごみ

見守りの有無 管理のルールの周知方法

町内会
町内会幹部
各組の幹事

会報を毎月各戸配布

町内会HP
会報を毎月各戸配布
市のごみ分別冊子を渡す

町内会への加入に関わらず
市のごみ分別冊子を渡す

直接説明
市のごみ分別冊子を渡す

町内会の議事録

当番表配布

町内会の議事録

当番表配布

引っ越しの挨拶時に組長から直接説明
単身アパートの場合は不動産仲介業者に一任

引っ越しの挨拶時に組長から直接説明
単身アパートの場合は管理員や近所
の人に問題発生時に注意してもらう

総会（年 1回）の
議事録を回覧、掲示板

クリーン作戦（地域行事）
の際に口頭で伝える

町内会の議事録を回覧

回覧板

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で

各ｽﾃｰｼｮﾝを使うべき
利用者が輪番制で、

近所の人、町内会役員

各組

町内会役員会

町内会役員会

町内会役員会

町内会

町内会

町内会

町内会

町内会 町内会
の衛生部

町内会長 特になし

特になし

特になし

なし 有り
分別指導

有り
分別指導

有り
分別指導

有り
分別指導

ｽﾃｰｼｮﾝ鍵の管理

有り
分別指導

有り
分別指導

なし

なし

なし 不明

なし

なし

なし

決めていない

※ 1認知の程度
1. 知らない　　　2. あまり知らない　　　3. まあ知っている　4. よく知っている

※ 2遵守の程度
1. 守られていない 2. あまり守られていない     3. まあ守られている   4. よく守られている

４

4 4

4

4

4 4

44

4.00 4.00

4

４

４

４４

凡例
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は⏫内会が、ᤲ㝖等のປົについてはステーションを

うき利用者が㍯␒ไで実施している。እとして中

⏫ 2目ではປົ主体は≉にはỴめていない。また、資

源≀の回の際はศู指導のためにぢᏲりをする。ぢ

Ᏺりは市からጤ௵されたࣜࢧイࣝࢡጤဨや⏫内会ᙺဨ、

㍯␒ไでྛステーションをうき利用者がᢸᙜする。

ᴫࡡ、管理にཧຍする「ྛステーションをうき利用

者」とは、⏫内会ຍ入者であり、利用のࣝーࣝをᏲらな

い住Ẹと、ごみステーションの管理主体となっている住

Ẹとには┦㐪があるということが明らかになった。

�� ࣝーࣝのỴᐃとࡑの࿘▱ࠉ

　ࣝーࣝのỴᐃ、ኚ᭦は⏫内会のᙺဨが行っている場合

が多い。၏一、ᐟでは、

「ࣝーࣝは、ࠥ 中␎ࠥそれࡒれの場ᡤで>⌜ @の理、

理が⌜を把握しているから、その㎶でỴめてい

る。ࡎっと㛗いṔྐがあるわけだから。（ᐟインࢱ

「（ーᢤ⢋ࣗࣅ

と、それࡒれの⌜の࢞バࢼンスをᑛ㔜し、管理を௵ࡏて

いる。

　࿘▱方ἲは、༢⏫内会によって多様である。᪤Ꮡ住

Ẹにࣝーࣝのኚ᭦をఏえるには、会ሗや㆟㘓を配ᕸ、

回ぴする場合もあれࡤ、⏫内会HPや地域行の際に┤

᥋ヰをする場合もあった。᪂規住Ẹのࣝーࣝの࿘▱は

入居に⏫内会㛗や⤌㛗が┤᥋説明をしたり、岡山市が

స成しているࣃンࢺࢵࣞࣇをΏすだけのところもある。

�� 管理の実態

　管理のࣝーࣝについて、認▱の⛬度ཬࡧ㑂Ᏺの⛬度の

୧者とも「4�よく▱っている」、「4�よくᏲられている」、

とてのᑐ㇟者が回⟅している（⾲ �）。利用のࣝーࣝ

に関する回⟅とẚ㍑するⅭに、W᳨ᐃを用いてᖹᆒ値の

ᕪ␗があるかどうか☜認した。まࡎ、利用のࣝーࣝの認

識と管理のࣝーࣝの認▱の⛬度に関するᑐ㇟者がホ価し

たⅬᩘのᖹᆒ値はそれࡒれ 3�14 と 4��� であった。そ

れについては、有ពỈ‽ ���1 でᕪがあることが☜かめ

られた。また、利用のࣝーࣝの㑂Ᏺと管理のࣝーࣝの㑂

Ᏺの⛬度に関するᑐ㇟者がホ価したⅬᩘのᖹᆒ値はそれ

れࡒ 3�43 と 4��� であった。それについては、有ពỈ

‽ ���� でᕪがあることが☜かめられた。

　ここから、利用と管理の間には、そのࣝーࣝの認▱ཬ

㑂Ᏺの⛬度に有ពᕪがあり、利用のࣝーࣝは管理のࡧ

ࣝーࣝよりも認▱されておらࡎ、㑂Ᏺもまたされていな

いと捉えることができる。

　管理のࣝーࣝについては、ᤲ㝖ᙜ␒を㍯␒ไにする、

会ሗやᙜ␒⾲、㆟㘓を☜ಖ配ᕸしたり、回ぴや༢⏫

内会でHPをసって管理のࣝーࣝを࿘▱する等の工ኵを

している⏫内会がみられた。

㸲．⤖論

れた▱ぢࡽᚓࡽ❶ྛࠉ1-�

　本研究は、共的な空間の持続的な利用と管理について、

身近な教材から児童が学習できるようにすることを目的

にጞめられた。明らかになったのは以下の 4Ⅼである。

1）学習指導要領に♧された小学校の住居領域の主な学

習内容は、住空間の利用や管理という住生活行Ⅽで

ある。現行小学校家庭科の教科書の記㏙をศᯒした

⤖ᯝ、それら住生活行Ⅽのᑐ㇟は、住空間ではなく、

ーや≀資であるഴྥがあることがศかっࢠࣝࢿ࢚

た。そのままでは住空間と児童との関ಀ性の学習に

は発ᒎが難しい。

2）現行教科書のศᯒの⤖ᯝ、住居領域の管理の学習に

おいて、者と空間を共用するためのࣝーࣝが必要

であるという、住生活行Ⅽのไᚚの必要性を児童が

認識するためには、㊊する学習内容があることが

わかった。それは住環境のᴫᛕに関する内容であり、

共的な空間のᏑᅾの認識である。

3）1）ཬࡧ 2）で明らかになったㄢ㢟にᑐして、児童に取っ

て身近な教材になりᚓるかどうかを☜かめるため、

ごみステーションの利用と管理の実態を明らかにし

た。利用については、ࣝーࣝについてᑐ㇟者のホ価

は、ẚ㍑的高かったが、⎍にࣝーࣝを認識したり

Ᏺったりされているというものではなかった。利用

のࣝーࣝをᏲらないேには住Ẹと㠀住Ẹがおり、住

Ẹとしては、学生や༢身者等の⏫内会ᮍຍ入者がᣲ

げられた。⏫内会ᮍຍ入者にはࣝーࣝ等の⏫内の

ሗがఏわりにくく、またその⏫内で生活していると

いうᖐᒓព識がపくなるഴྥがあると考えられる。

また、㠀住Ẹとしては、ᖿ⥺㐨㊰を通る際にἲᢞ

Რをする者がᣲげられた。

4）ごみステーションの管理についてはົ的管理は⏫

内会が、ᤲ㝖等のປົはྛステーションをうき

利用者が㍯␒ไで実施しているࢣースが多くみられ

る。管理のࣝーࣝについてはよく認識され、よくᏲ

られていると回⟅されていた。利用のࣝーࣝをᏲら

ない住Ẹと、ごみステーションの管理主体とは㔜」

していない。

　以上のことから、持続的に者と空間を共用するため
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は⏫内会が、ᤲ㝖等のປົについてはステーションを

うき利用者が㍯␒ไで実施している。እとして中

⏫ 2目ではປົ主体は≉にはỴめていない。また、資

源≀の回の際はศู指導のためにぢᏲりをする。ぢ

Ᏺりは市からጤ௵されたࣜࢧイࣝࢡጤဨや⏫内会ᙺဨ、

㍯␒ไでྛステーションをうき利用者がᢸᙜする。

ᴫࡡ、管理にཧຍする「ྛステーションをうき利用

者」とは、⏫内会ຍ入者であり、利用のࣝーࣝをᏲらな

い住Ẹと、ごみステーションの管理主体となっている住

Ẹとには┦㐪があるということが明らかになった。

�� ࣝーࣝのỴᐃとࡑの࿘▱ࠉ

　ࣝーࣝのỴᐃ、ኚ᭦は⏫内会のᙺဨが行っている場合

が多い。၏一、ᐟでは、

「ࣝーࣝは、ࠥ 中␎ࠥそれࡒれの場ᡤで>⌜ @の理、

理が⌜を把握しているから、その㎶でỴめてい

る。ࡎっと㛗いṔྐがあるわけだから。（ᐟインࢱ

「（ーᢤ⢋ࣗࣅ

と、それࡒれの⌜の࢞バࢼンスをᑛ㔜し、管理を௵ࡏて

いる。

　࿘▱方ἲは、༢⏫内会によって多様である。᪤Ꮡ住

Ẹにࣝーࣝのኚ᭦をఏえるには、会ሗや㆟㘓を配ᕸ、

回ぴする場合もあれࡤ、⏫内会HPや地域行の際に┤

᥋ヰをする場合もあった。᪂規住Ẹのࣝーࣝの࿘▱は

入居に⏫内会㛗や⤌㛗が┤᥋説明をしたり、岡山市が

స成しているࣃンࢺࢵࣞࣇをΏすだけのところもある。

�� 管理の実態

　管理のࣝーࣝについて、認▱の⛬度ཬࡧ㑂Ᏺの⛬度の

୧者とも「4�よく▱っている」、「4�よくᏲられている」、

とてのᑐ㇟者が回⟅している（⾲ �）。利用のࣝーࣝ

に関する回⟅とẚ㍑するⅭに、W᳨ᐃを用いてᖹᆒ値の

ᕪ␗があるかどうか☜認した。まࡎ、利用のࣝーࣝの認

識と管理のࣝーࣝの認▱の⛬度に関するᑐ㇟者がホ価し

たⅬᩘのᖹᆒ値はそれࡒれ 3�14 と 4��� であった。そ

れについては、有ពỈ‽ ���1 でᕪがあることが☜かめ

られた。また、利用のࣝーࣝの㑂Ᏺと管理のࣝーࣝの㑂

Ᏺの⛬度に関するᑐ㇟者がホ価したⅬᩘのᖹᆒ値はそれ

れࡒ 3�43 と 4��� であった。それについては、有ពỈ

‽ ���� でᕪがあることが☜かめられた。

　ここから、利用と管理の間には、そのࣝーࣝの認▱ཬ

㑂Ᏺの⛬度に有ពᕪがあり、利用のࣝーࣝは管理のࡧ

ࣝーࣝよりも認▱されておらࡎ、㑂Ᏺもまたされていな

いと捉えることができる。

　管理のࣝーࣝについては、ᤲ㝖ᙜ␒を㍯␒ไにする、

会ሗやᙜ␒⾲、㆟㘓を☜ಖ配ᕸしたり、回ぴや༢⏫

内会でHPをసって管理のࣝーࣝを࿘▱する等の工ኵを

している⏫内会がみられた。

㸲．⤖論

れた▱ぢࡽᚓࡽ❶ྛࠉ1-�

　本研究は、共的な空間の持続的な利用と管理について、

身近な教材から児童が学習できるようにすることを目的

にጞめられた。明らかになったのは以下の 4Ⅼである。

1）学習指導要領に♧された小学校の住居領域の主な学

習内容は、住空間の利用や管理という住生活行Ⅽで

ある。現行小学校家庭科の教科書の記㏙をศᯒした

⤖ᯝ、それら住生活行Ⅽのᑐ㇟は、住空間ではなく、

ーや≀資であるഴྥがあることがศかっࢠࣝࢿ࢚

た。そのままでは住空間と児童との関ಀ性の学習に

は発ᒎが難しい。

2）現行教科書のศᯒの⤖ᯝ、住居領域の管理の学習に

おいて、者と空間を共用するためのࣝーࣝが必要

であるという、住生活行Ⅽのไᚚの必要性を児童が

認識するためには、㊊する学習内容があることが

わかった。それは住環境のᴫᛕに関する内容であり、

共的な空間のᏑᅾの認識である。

3）1）ཬࡧ 2）で明らかになったㄢ㢟にᑐして、児童に取っ

て身近な教材になりᚓるかどうかを☜かめるため、

ごみステーションの利用と管理の実態を明らかにし

た。利用については、ࣝーࣝについてᑐ㇟者のホ価

は、ẚ㍑的高かったが、⎍にࣝーࣝを認識したり

Ᏺったりされているというものではなかった。利用

のࣝーࣝをᏲらないேには住Ẹと㠀住Ẹがおり、住

Ẹとしては、学生や༢身者等の⏫内会ᮍຍ入者がᣲ

げられた。⏫内会ᮍຍ入者にはࣝーࣝ等の⏫内の

ሗがఏわりにくく、またその⏫内で生活していると

いうᖐᒓព識がపくなるഴྥがあると考えられる。

また、㠀住Ẹとしては、ᖿ⥺㐨㊰を通る際にἲᢞ

Რをする者がᣲげられた。

4）ごみステーションの管理についてはົ的管理は⏫

内会が、ᤲ㝖等のປົはྛステーションをうき

利用者が㍯␒ไで実施しているࢣースが多くみられ

る。管理のࣝーࣝについてはよく認識され、よくᏲ

られていると回⟅されていた。利用のࣝーࣝをᏲら

ない住Ẹと、ごみステーションの管理主体とは㔜」

していない。

　以上のことから、持続的に者と空間を共用するため

のࣝーࣝがᏲられるには、共用空間の利用者を管理にᕳ

き㎸むこと、一ேࡦとりの共用空間の関わり方を教育

のഃ㠃からᗏ上げすることが求められていることが☜か

められた。

　しかし、空間を者と利用するためのࣝーࣝについて

は、小学校家庭科の目標と合致し、内容としてもᏑᅾし

てはいるのだが、段階的、論理的な理解のための▱識の

⿵㊊が必要となる。そこで、以下、本研究でᚓられた▱

ぢをもとに学習内容の᳨ウを行う。

入れた学習内容の検討ࡾ共用地管理の視点を取ࠉ�-�

1㸧ඣ❺に⋓ᚓࡏࡉた࠸▱㆑

　共用空間の持続性を児童にとって身近である地域のご

みステーションを教材にして学習するため、児童に⋓ᚓ

さࡏたい▱識のᵓ成を᳨ウする。児童に⋓ᚓさࡏたい▱

識は以下の �つである。

㸬空間は、ᛌ適性、ಖ性、利౽性、社会性等の価値

を持っている

イ㸬空間は利用すると、その価値がపῶする 1�）

㸬空間には自ศのみが利用する空間と、者と一⥴に࢘

利用する空間がある

㸬共用空間を者とⰋዲに利用するためには、管理す࢚

る必要がある

㸬管理するためには、ࣝーࣝが必要である࢜

のཧຍは、空間を者とⰋዲに㸬利用者自身の管理࢝

利用するためのࣝーࣝをᏲることをಁす

　まࡎ、以上の▱識のうち、「」、「イ」、「࢘」の▱識

については、共的な空間に関わらࡎ、住空間の管理の

必↛性を認識するためのものであり、➨ 2❶で♧した

「Ϩ �住まいに求められる᮲௳」の学習内容を⿵㊊した

ものにあたる。それらは住生活行Ⅽのື機を説明するも

のであるため、「࢚」以㝆の▱識を⋓ᚓさࡏる๓に⋓ᚓ

さࡏるようにしなけれࡤならない。

　また、「࢚」、「࢜」、「࢝」の▱識を⋓ᚓするために、

地域のごみステーションをࣇーࣝドワーࢡをする等

1�）して、利用と管理の実態把握することがᥦできる。

㸬共用地を者とⰋዲに利用するためには、管理࢚」　

する必要がある」という▱識については、「ㄡが管理を

しているか」をࣇーࣝドワーࢡのどⅬとすることをᥦ

する。それは住空間の管理主体を▱ることで、住空間

のⲨᗫ（コモンズのᝒを㉳こす）を回㑊している実

がල体的に理解できるからである。また、「࢜㸬管理す

るためには、ࣝーࣝが必要である」という▱識について

は、「ㄡがࣝーࣝのኚ᭦、Ỵᐃをしているか」、「どのよ

うにࣝーࣝを▱らࡏているか」をࣇーࣝドワーࢡのど

Ⅼとすることをᥦする。それは、住生活行Ⅽにはࣝー

ࣝが㝶することを理解できるからである。᭦に「࢝㸬

利用者自身の管理のཧຍは、空間を者とⰋዲに利用

するためのࣝーࣝをᏲることをಁす」という▱識につい

ては、「利用のࣝーࣝがどのくらいᏲられているか」と「管

理のࣝーࣝがどのくらいᏲられているか」、「ࣝーࣝをᏲ

ることができているே、できていないேの≉ᚩ、その理

由」をࣇーࣝドワーࢡのどⅬとすることをᥦする。

それにより、利用者ཧຍの住空間の管理は、管理のࣝー

ࣝだけでなく、利用のࣝーࣝを再認識するきっかけにな

ることを理解できるからである。

�㸧ṧࡉれたㄢ㢟

　本研究では教材となるごみステーションの実態ㄪᰝ

や、現行の学習内容等を考慮した上で児童に⋓ᚓさࡏた

い▱識を整理し、学習内容を再考するための基礎的▱ぢ

をᚓることができた。ᚋは、本研究でᚓられた▱ぢを

もとに、ල体的なᤵᴗ内容の᳨ウ、ᥦが必要である。

その際、児童の家庭の自会のຍ入状況、住宅のᘓて

方によるごみの㞟方ἲの㐪い等、児童が⨨かれた居住

形態によってྛ児童が認識できる㇟に㐪いがฟてくる

ことがண される。その㐪いをどのように学習内容やᤵ

ᴗᒎ開に⤌み㎸むのか、場合ศけをする等して整理し、

ᤵᴗィ⏬を立てることが求められる。

ὀ

1）住居領域では「住まい方に関する学習を通して、᪥ᖖの住まい方

ᢏࡧの関ᚰを高め、住まい方に関する基礎的࣭基本的な▱識ཬ

能を身につけ、ᛌ適な住まい方を考え工ኵする能ຊを育てること

をࡡらいとしている（S�4� よりᘬ用）」と書かれている。その取

扱いについては「ࠗ '�2� 環境に配慮した生活の工ኵ࠘などとの関

㐃をᅗりᒎ開する（S�41 よりᘬ用）」ことが指♧されている。文

⊩ 3。

2）現行の 2�1�（ᖹ成 2�）年∧小学校家庭科の教科書をみると、「か

た࡙けよう身の回りのもの文 4）」（S�2� よりᘬ用）や「身の回りの

≀や生活の場をぢつめよう文��」（S�44よりᘬ用）という記㍕がある。

3）文⊩ 1においてᓊ本は、「ேの生活体㦂はきわめて、ಶู的࣭ศ᩿

的である。その体㦂をᐈ観しᬑ㐢するためには、住宅や居住

地の実態を体ീとして把握する能ຊをつけることが、住環境教

育の最大のㄢ㢟でなけれࡤならない」と指している。S�2�、O�3�

ࠥ 41 よりᘬ用。

4）文⊩ �、�等。

�）文⊩ 2再ᥖ。

�）文⊩ �再ᥖ。

�）文⊩ 1再ᥖ。

�）文⊩ �再ᥖ。

�）文⊩ 13、14、1� 等。

1�）文⊩ 1�、S�2�、O�1� よりᘬ用。

11）2�1� 年 1 ᭶ 1� ᪥Ⅼ。文⊩ 1� より。

12）岡山市ᙺᡤからの⏫内会の活ື⤂ࣃンࢺࢵࣞࣇによると、⏫内

会の活ືは「Ᏻ࣭Ᏻᚰなまち࡙くり」、「環境⨾」、「㜵≢࣭

通Ᏻ」、「自主㜵⅏࣭ ຓ活ື」、「࢚ࣞࣜࢡーション等ぶ╬行」、
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「ྛ✀ᅋ体の育成、༠ຊ」、「ᗈሗ㐃⤡」、「ྛ✀ເ㔠の༠ຊ」、「⏫

内会ຍ入ಁ㐍」がᣲげられている。

13）ᇳ➹者らによる文⊩ 2では、小学校、中学校、高等学校までの一

㐃の学習内容のᵓ成を♧している。

14）「家庭経営」や「生活管理」とࡤれる領域にヱᙜする。

1�）㧘⏣は住宅の㉁のྥ上は「住宅࣭住環境の≀的࣭空間的ᗈがりの

中で、様ࠎな段階におけるಶู的価値ཬࡧ社会的価値を最適す

ることである」と㏙ている。文⊩ 1�、S�23、O�1� ࠥ 13 よりᘬ

用。住宅はබ共㈈的ഃ㠃をもち、一ᴫに私的㈈とは言えないഃ㠃

を持っていると㏙ている。住宅には社会の要ㄳを受けるഃ㠃が

あり、本研究ではそのഃ㠃を住宅の社会性としている。

1�）「ϩ � 住環境のᴫᛕ」として、「住環境は住宅と地域でᵓ成される」、

「地域は住宅やಶேの㞟合体である」等の住環境のᗈがりに関する

▱識は、中学校以㝆にฟ現する。文 2、⾲ 3より。

1�）方ᮾ本⏫⏫内会㛗のインࣗࣅࢱーより。

1�）㒊ᒇを利用したᚋ、ᩓらかったり、ởれたりして、本᮶の住宅の

価値であるᏳ性、ᛌ適性、利౽性等がపῶする。そこで、≀࣭ ㈈、

ཬࡧ空間の価値をಖ持࣭ྥ上するための行Ⅽである管理が必要と

なる。

1�は必↛的にᤵᴗ間ᩘがᔞむが、教科と㐃ᦠࢡーࣝドワーࣇ（

して間的ไ⣙を⦆したりする工ኵが考えられる。教科の中

でごみステーションに関㐃するものは、➨ 1 ཬࡧ 2 学年での生活

科の内容「�3� 自ศたちの生活は地域で生活したりാいたりして

いるேࠎや様ࠎな場ᡤとかかわっていることがศかり、それらに

ぶしみやឡ着をもち、ேࠎと適切に᥋することやᏳに生活する

ことができるようにする。」や➨ 3ཬࡧ 4学年での社会科（内容「�3�

地域のேࠎの生活にとって必要な㣧ᩱỈ、㟁Ẽ、࢞スの☜ಖやᗫ

Რ≀のฎ理について、ḟのことをぢ学、ㄪᰝしたり資ᩱを活用し

たりしてㄪ、これらのᑐ⟇やᴗは地域のேࠎのᗣな生活や

Ⰻዲな生活環境の⥔持とྥ上にᙺ立っていることを考えるように

する。」等がᣲげられる。
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